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Ⅰ

はじめに
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ポイント

政治活動とは

s公職選挙法は、「政党その他の政治活動を行う団体」の政治活動
についてさまざまな規制を設けています。

s「政党その他の政治活動を行う団体」とは、公職選挙法上その
意義に関する明文の規定はないものの、広く「政治活動を行う
目的を有する団体」と解されています。
したがって、政治資金規正法で規定する政治団体（政治活動を
行うことを本来の目的とする団体及び政治活動を主たる活動と
して組織的・継続的に行う団体）だけでなく、副次的に政治活
動を行うことを目的とする団体（経済団体、労働団体、文化団
体など）もこれに含まれます。

s政治資金規正法上の届出のない政治団体も規制を受けるか
政治資金規正法では、政治団体が結成されたときは７日以内に
選挙管理委員会または総務大臣に届け出ることとされています。
届出をした政治団体は、当然に公職選挙法上、「政党その他の政
治活動を行う団体」として規制を受けます。
政治資金規正法上の政治団体であっても形式的に届出をしてい
ない団体や、政治資金規正法上の政治団体には該当しないため
届出をしていない団体（副次的に政治活動を行うことを目的と
する文化団体など）も、実質的には政治活動を行う目的を有す
る団体であるならば、公職選挙法上は「政党その他の政治活動
を行う団体」として規制を受けます。

政党その他の政治活動を行う団体とは

ポイント

ケース解説
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政治活動とは

s公職選挙法において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員、
地方公共団体の議会の議員及び長の職をいいます。

〔公職選挙法3条関係〕

s公職の候補者等とは、公職の候補者及び公職の候補者になろう
とする者（公職にある者を含む）をいいます。
①「公職の候補者」とは、現に立候補を届け出ている者をいいます。
②「公職の候補者になろうとする者」とは、これから立候補する意
思を有する者をいいます。
③「公職にある者」とは、現在議員などの公職にある者をいいます。

〔公職選挙法199条の2関係〕

s公職選挙法では「政治活動」「選挙運動」について明文の規定は
ないものの、政治活動と選挙運動を区別しています。すなわち政
治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為から
選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為」と解しています。

s選挙運動とは、判例により、次の３つの要素を満たす行為と解
しています。
①特定の選挙において、
②特定の候補者の当選を目的として、
③投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人
にはたらきかける行為

s後援会の結成が政治活動ではなく選挙運動とみなされる場合
後援会の結成目的が単に被後援者の人格敬慕や純粋な政治教育
にとどまる場合には、後援会結成のための会合の開催などは選
挙運動には該当しません。
ただし、後援会結成の時期、場所、方法などから総合的に判断し
て、特定の選挙について特定の候補者を当選させるために後援会
が結成されることが明らかな場合には、選挙運動とみなされます。

公職の候補者等とは

ポイント

ポイント

ケース解説

政治活動とは
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公職の候補者等の寄附の禁止

ポイント s公職の候補者等は、選挙区内にある者に対して、時期にかかわ
らず、次の場合を除いて、すべての寄附が禁止されます。
①政党その他の政治団体、またはその支部に対する寄附
ただし、自分の後援団体には、一定期間、寄附をすることが
禁止されます。（☞Ｐ34）
②公職の候補者等の親族（配偶者、６親等内の血族、３親等内
の姻族）に対する寄附
③選挙区内で行う政治教育集会に関する必要最小限度の実費補
償（食事についての実費補償を除く）
ただし、任期満了日の90日前または選挙の事由が生じた旨の
告示の日の翌日から選挙期日の間に行われる政治教育集会に
ついては、実費補償をすることはできません。
また、供応接待（酒食などを振る舞ったり温泉に招待するこ
となど）を伴う政治教育集会についても、実費補償をするこ
とはできません。

〔公職選挙法199条の2関係〕

s中元、歳暮、入学祝、出産祝、花輪、供花、香典、餞別、社会
福祉施設に対する寄附なども、すべて禁止されます。
ただし、公職の候補者等本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬
儀・通夜の香典（選挙に関するものや通常一般の社交の程度を
超えるものを除く）については、その場で相手に渡す場合に限
り、罰則の対象とはなりません。

〔公職選挙法179条・199条の2・249条の2関係〕

s公職の候補者等がこれらに違反して寄附をすると、刑罰が科さ
れるとともに、当選が無効になったり、選挙権と被選挙権が一
定期間停止されることがあります。被選挙権を失うと、公職の
候補者はその身分を失います（立候補が取り消されます）。
〔公職選挙法199条の2・249条の2・252条、地方自治法127条・143条関係〕

寄附の禁止

罰則sＰ97

罰則sＰ110
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寄附の禁止

ケース解説 s選挙区内の子供に寄附してもよいか
選挙権の有無にかかわらず、選挙区内にある者への寄附が禁止さ
れていますので、子供に対しても寄附をしてはいけません。ま
た、選挙区内にある者には、自然人だけではなく、法人や人格な
き社団、選挙区内に住所をもたない一時的な滞在者も含まれます。

s「必要最小限度の実費補償」とは、例えばどのようなものか
政治教育集会の参加者が出席するために要した交通費、宿泊費
などの実費ですが、金額は社会通念上やむを得ないと認められ
る最小限度のものでなければなりません。

s候補者が出席する葬儀で香典がわりに線香を渡してよいか
葬儀や通夜に候補者本人が出席した際に手渡す香典には罰則は
ありませんが、この場合の香典とは金銭に限られると解されて
います。したがって、香典がわりに線香をもっていったり、花
輪や供花を出すことは禁止されます。

s候補者の妻が葬儀に出席して候補者の香典を渡してよいか
公職の候補者等本人が出席する場合に限って罰則を適用しない
こととされているのであり、たとえ代理であっても、本人以外
の者が香典を渡すことは禁止されます。

s候補者が妻や後援会の名義で選挙人に寄附してもよいか
公職の候補者等が選挙区内にある者に対してする寄附は、名義
に関係なく禁止されるため、妻や後援会などの他人名義であっ
ても寄附をすることはできません。

s候補者が自分の財産を国や地方公共団体に寄附してよいか
自分の選挙区となる市区町村、その市区町村を包括する都道府
県、国に対して寄附をすることはできません。

s候補者が葬儀の際に僧侶にお布施を出すことは寄附になるか
読経などの役務の提供に対する負担である限り、寄附には該当
しません。



58

ポイント s政治資金規正法において「政治団体」とは、次のような団体を
いいます。
①政治上の主義や施策を推進したり、支持したり、またはこれ
に反対することを本来の目的とする団体
②特定の公職の候補者を推薦したり、支持したり、またはこれ
に反対することを本来の目的とする団体
③これら以外で、次のような活動を主たる活動として組織的か
つ継続的に行う団体
・政治上の主義や施策を推進したり、支持したり、またはこれ
に反対すること
・特定の公職の候補者を推薦したり、支持したり、またはこれ
に反対すること
④政策研究団体（政治上の主義や施策を研究する目的を有する
団体で、国会議員が主宰するものまたはその主要な構成員が
国会議員であるもの）
⑤政治資金団体（政党のために資金上の援助をする目的を有す
る団体で、政党が総務大臣に届け出たもの）

〔政治資金規正法3条、5条関係〕

s文化団体などが政治団体に該当する場合
文化団体、経済団体、労働団体などのように、外見上は政治目
的以外の目的を掲げている団体であっても、事実上は政治活動
を主たる活動として組織的かつ継続的に行っていれば、政治団
体に該当します。
普段は文化活動などを行っており、選挙の時だけ特定の候補者
を支持するような団体は、これに該当しません。

政治団体とは

ケース解説

政治団体の届出
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政治団体の届出

ポイント s政治資金規正法において「政党」とは、次のいずれかの要件を
満たす政治団体をいいます。
①国会議員が５人以上所属していること
②次のいずれかの選挙における得票率が全国を通じて２%以上
であること
・前回の衆議院総選挙における小選挙区選挙
・前回の衆議院総選挙における比例代表選挙
・前回あるいは前々回の参議院通常選挙における選挙区選挙
・前回あるいは前々回の参議院通常選挙における比例代表選挙

〔政治資金規正法3条関係〕

s政治団体は、その組織の日または政治団体となった日から７日
以内に、文書を持参して設立届を提出しなくてはなりません。提
出先はその政治団体の活動区域に応じて異なりますが、いずれ
も活動の中心となる事務所がある都道府県の選挙管理委員会が窓
口となります。設立届の提出先は次のように分かれています。
また、政治団体が支部を設立する場合には、支部ごと届け出な
ければなりません。

＊ 政党本部と政治資金団体の届出先は、主な活動区域にかかわらず、A県

選挙管理委員会を経て総務大臣となります。

〔政治資金規正法6条、18条関係〕

政党とは

政治団体の設立

ポイント

活動の中心となる 
事務所の所在地 主な活動区域 届出先 

Ａ県内 

Ａ県内 Ａ県選挙管理委員会 

Ａ県選挙管理委員会 
を経て総務大臣＊ 

Ａ県外 

Ａ県を含む2以上 
の都道府県 
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新聞紙・雑誌が選挙の公正を害する罪

要件 

解説 

罰則 

s①新聞紙・雑誌が選挙に関する報道・評論を掲載する場合に、
虚偽の事項を記載したり、事実を歪めて記載するなど、表現
の自由を濫用して選挙の公正を害すること。
②選挙期間中に選挙に関する報道・評論を掲載することができ
る新聞紙・雑誌や機関新聞紙・機関雑誌以外の新聞紙や雑誌
が、選挙期間中に、当該選挙に関する報道をしたり、評論を
掲載すること。
③特定の候補者を当選させること、または当選させないことを
目的に、新聞紙・雑誌に対する編集及びその他経営上の特殊
な地位を利用して、選挙に関する報道や評論を掲載したり、
または掲載させること。

①②の場合は、編集を実際に担当した人や経営者が罰則の対象とな

ります。③の場合は、編集や経営上の地位を利用して報道・評論を

掲載した人、及び掲載させた人が罰則の対象となります。なお、違

反行為者の公民権は一定期間停止されます。

２年以下の禁錮、または30万円以下の罰金
〔公職選挙法235条の2関係〕

s新聞紙・雑誌の販売業者が、選挙に関する報道・評論が掲載さ
れている新聞紙・雑誌を、通常以外の方法（無償でする場合を
含む）で頒布したり、都道府県の選挙管理委員会が指定する場
所以外のところに掲示すること。

違反行為者の公民権は一定期間停止されます。

２年以下の禁錮、または50万円以下の罰金
〔公職選挙法243条⑥関係〕

選挙報道・評論に関する罪

新聞紙・雑誌の報道評論の自由違反

要件 

解説 

罰則 
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候補者等の寄附の禁止違反

要件 

罰則 

s①公職の候補者等が、選挙区内にある者に対して、選挙に関す
る寄附を行うこと（政党等や親族への寄附、選挙区内で行
われる政治教育集会に関する必要最小限度の実費補償を除
く）。または、選挙に関しないものであっても、通常一般の社
交の程度を超えて寄附をすること。
②公職の候補者等が、選挙区内にある者に対して、選挙に関し
ないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えない寄附を
すること（本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜の
香典を除く）。

選挙に関する寄附は、選挙に関しない寄附よりも刑が加重されてい

ます。また、②については、本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬

式・通夜の香典であっても、通常一般の社交の程度を超えるものは

寄附とみなされ、この場合には①と同様の罰則が科せられます。な

お、違反行為者の公民権は一定期間停止されます。

１年以下の禁錮、または30万円以下の罰金（選挙に関する寄附①）
50万円以下の罰金（選挙に関しない寄附②）

〔公職選挙法249条の2①②③関係〕

s公職の候補者等以外の者が、選挙区内にある者に対して、候補者
等の名義で寄附をすること（候補者等の親族への寄附、選挙区内
で行われる政治教育集会に関する必要最小限度の実費補償を除く）。

会社や後援会などの団体が違反した場合には、その役職員または構

成員として違反した人が罰則の対象となります。なお、違反行為者

の公民権は一定期間停止されます。

50万円以下の罰金
〔公職選挙法249条の2④関係〕

寄附の制限に関する罪

解説 

罰則 

候補者等を名義人とする寄附の禁止違反

要件 

解説 


